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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

　2018年２月26日付で金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の

２の規定に基づき提出した、当社または当社子会社の取締役または従業員に対しストックオプションとして新株予約権

を発行することに関する臨時報告書の記載事項のうち、「発行数」、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容およ

び数」および「当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳」が変更となり、また、未定であった「発行価額

の総額」および「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」が2018年３月28日に確定いたしましたので、金融商品

取引法第24条の５第５項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

 

２【訂正内容】

　訂正箇所には下線を付しております。

 

（2）発行数

（訂正前）

4,000個 (新株予約権１個につき普通株式100株）

 

（訂正後）

3,991個 (新株予約権１個につき普通株式100株）

 

(4）発行価額の総額

（訂正前）

未定

 

（訂正後）

464,552,400円

 

（5）新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数

（訂正前）

普通株式　400,000株

（後略）

 

（訂正後）

普通株式　399,100株

（後略）

 

(6）新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

（訂正前）

未定

新株予約権の行使に際して払い込むべき金額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式１株

あたりの払込金額（以下「行使価額」という）に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という）の属する月の前月の各日（取引が成立しな

い日は除く）の東京証券取引所（市場第一部）における当社普通株式の普通取引の終値（以下「終値」という）

の平均値に1.05を乗じた金額とし、１円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の前日の終値（当

日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値）を下回る場合は、割当日の前日の終値とする。

（後略）

 

（訂正後）

新株予約権の行使に際して払い込むべき金額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式１株

あたりの払込金額（以下「行使価額」という）に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、1,164円とする。

（後略）

 

（11）当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

（訂正前）

当社取締役５名及び従業員７６５名並びに当社子会社の従業員１名
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（訂正後）

当社取締役５名及び従業員７６３名並びに当社子会社の従業員１名
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